
仕  様  書 

京都市文化市民局動物園総務課 

（担当 池水、粟田 電話 075-771-0211） 

業 務 名 フラミンゴ舎天蓋ネット等製作設置業務 

契約期間 契約の日の翌日から令和８年１０月３１日まで 

契約条件 

１ 総則 

⑴  本業務は、京都市動物園（以下「敷地」という。）において、経年劣化により

損傷したフラミンゴ舎の天蓋ネット及びロープを全て取り替えることを目的と

するものである。 

⑵  受託者は、京都市契約事務規則等の関係法規を遵守し、本仕様書に基づき誠実

にこの業務を履行するものとする。 

 

２ 履行場所 

京都市左京区岡崎法勝寺町 岡崎公園内 京都市動物園 

 

３ 業務体制及び業務管理 

⑴  受託者は現場責任者及び緊急連絡先について書面で提出すること。 

⑵  本業務の履行に当たっては、作業工程表を作成し、委託者の承認を得ること。

作業に当たっては、展示動物の移動等を要するため、委託者と相談のうえ、作業

日の決定や作業実施を行うこと。 

⑶  休日（土曜、日曜、祝日）は作業を行わないこと。また、作業日時は原則として

午前９時から午後５時の間で、本市担当職員と調整のうえ決定する。ただし、園内

における飼育の安全確保等のため、作業時間等について制限を設ける場合がある。

なお、午前８時３０分以降に入場、午後５時１５分までに完全撤収すること。資材

の搬出入は、開園時間を避けること。 

※動物園の開園時間は以下の通り。  

３月～１１月：９時～１７時  １２月～２月：９時～１６時３０分 

⑷  受託者は、作業開始時及び作業終了時には、それぞれ委託者に申し出ること。

また、作業中に機材等を放置した状態で、作業場所から離れないこと。 

⑸  作業に関係のない施設等には許可なく立ち入らないこと。 

⑹  敷地内の各設備、備品類については、無断で使用しないこと。 

⑺  火気を使用しないこと。 

⑻  労働安全衛生法を遵守し、必要な安全対策を講じること。 

⑼  ゴミ等の処分は即日に行うこと。また、処分については、受託者の責任におい

て回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。 

⑽  敷地内は全面禁煙とする。 

⑾  敷地内の水道、電気、トイレは使用できない。 

 

４ 業務内容 

本業務の実施に当たっては、添付の別紙１及び別紙２を参照すること。 

なお、数量の僅少の相違や軽微な変更等は、本業務の範囲内で対応すること。 

ネット等制作設置 

・ネット ポリエチレン440t/32本  15㎜目ｼﾙﾊﾞｰ（無結・角目） 数量 500ｍ２ 

・金網ネット前15㎜ネット サイズ合わせ加工後、テンションをかけ取付 

・天井面ﾜｲﾔｰ部 ネット張替後、各ﾜｲﾔｰに外周同様巻き糸（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝUV剤入

440t/12本ｼﾙﾊﾞｰ）でずれ防止のため固定（ﾜｲﾔｰ全長分） 

・天井面ﾜｲﾔｰ緩み等あれば緊張する 



・外周 ポリエチレン3㎜ﾛｰﾌﾟ（ｼﾙﾊﾞｰ）を使用 

 

５ 安全管理 

⑴ 安全教育 

受託者は、作業現場における事故を未然に防ぐため、自らの責任において労働安

全教育を徹底すること。 

⑵ 事故の防止 

敷地内のその他の人身、建物その他の設備及び駐車車両等に損傷を及ぼさないよ

う細心の注意をもって作業を行うこと。また、高所作業等の危険な作業を行う場合

については、安全管理員を配置する等の十分な安全対策を講じること。 

なお、作業については、簡易な調査等を除き、必ず複数人で実施すること。 

⑶ 事故発生時の対応 

万一事故が発生した場合は、受託者の責任において迅速、万全の対応を行うとと

もに、速やかに委託者に対し連絡し、対応後は、事故の概要、原因及び改善策等を

書面により報告すること。また、事故により生じた紛争については、受託者の責任

において解決すること。 

⑷ 車両管理 

敷地内の駐車は可能とするが、作業車両を除く工事関係車両の敷地周辺道路への

駐車は不可とする。また、周辺路上等での路上駐車やエンジンをかけた状態での待

機を行わないこと。 

本業務に伴う道路上での作業や車両の出入の際には、関係法令を遵守し、他の通

行等の妨げにならないよう十分注意すること。 

なお、車両の出入や駐車等により生じた紛争については、受託者の責任において

解決すること。 

 

６ 提出書類 

⑴ 業務着手前 

・緊急連絡表 

・工程表 

⑵ 業務完了後 

・写真（作業開始前、作業中、作業完了後） 

・完了届 

・請求書 

⑶ その他、本市職員の指示によるもの 

 

７ その他 

⑴ 本作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗

品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含むこと。 

⑵ 委託料の支払いについては、業務終了後、委託者が受託者からの適法な請求書の

提出を受け、支払うこととする。 

⑶ 本契約委託業務終了時に他の業者への引継ぎがある場合は、誠実に対応するこ

と。 

⑷ この仕様書に定めのないことについては、委託者及び受託者双方による協議のう

え決定するものとする。 

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 



（別紙１）

















（別紙２）


